
　　　　　
i n f o r m a t i o n

うるま市民無料相談所の開設について

①市民無料法律相談

【と　き】 ６月９日（第２木曜日）午後２時～午後４時
【ところ】石川庁舎（１階市民相談室）

【と　き】６月16日（第３木曜日）、22日（第４水曜日）
　　　　　午後２時～午後４時

【ところ】庁舎（東棟）　（１階市民相談室）

※法律相談を受けることができるのは先着８名までです。
※電話、直接窓口での事前予約が可能です。
※電話での予約はうるま市役所市民協働課までお願いします。

☎９７３−５４８７
②行政相談

国、行政、特殊法人についての意見・要望等の相談を行います。
【と　き】６月１日（水）　午前10時～午後４時
　　　　（正午～午後１時を除く）
※日程変更の場合がありますので、市民協働課までお問い合わせくだ

さい。
【ところ】 庁舎（東棟）１階　市民相談室

③人権相談
近隣のトラブル、家庭内のもめごと、いじめ、体罰等の人権に関す

る相談を行います。
【と　き】 ６月１日（水）　午前10時～午後４時
　　　　（正午～午後１時を除く）
※日程変更の場合がありますので、市民協働課までお問い合わせくだ

さい。
【ところ】 庁舎（東棟）　　１階　市民相談室

石川庁舎　　　１階　市民相談室
勝連社会福祉協議会　会議室
与那城庁舎　　３階　第３会議室

④消費者相談
消費生活に関する商品やサービスの契約トラブル（悪質商法、架空

請求、多重債務等）の相談を行います。
【と　き】 毎週水曜日　午前10時～午後４時　
　　　　（正午～午後１時除く）

【ところ】 庁舎（東棟）１階　市民相談室
※消費者相談は沖縄県消費生活センター（☎863-9214）でも平日相談可能

です。
【お問い合わせ】：①～④市民協働課　☎９７３−５４８７

⑤こどもＳＯＳ相談メール
子ども本人からの悩み相談や子育て中の親などから子育てに関する

悩み全般を受付けします。
【メールアドレス】kodomo-soudan@city.uruma.lg.jp
【お問い合わせ】⑤家庭児童相談室（児童家庭課内）☎９７３−５０４１

⑥うるま市高齢者等無料法律相談会
高齢者本人や家族・親族など市民に向けた法律相談会を行います。

相談には弁護士と社会福祉士が同席し法的アドバイスと福祉制度の活
用に関するアドバイスを行います。

【と　き】 ６月21日（火）　午後２時～午後５時
【ところ】 庁舎（東棟）２階　こども健康課　相談室 ５、６
対象： 市内在住の高齢者またはその家族、親族、福祉関係者等
定員： ６名（先着順）
予約受付期間：６月６日（月）～６月20日（月）
【お問い合わせ】⑥地域包括支援センター　☎９７３−５１１２
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付
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７
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付
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７
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又
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２
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３
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落
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。
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外
体
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子
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す
。
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６
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９
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森
公
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）
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対
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名
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付
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第
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の
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料
館
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「電波のルール」を守りましょう！
電波利用環境保護周知啓発強化期間６月１日〜１０日

総務省沖縄総合通信事務所　監視調査課
☎０９８－８６５－２３０８

①無線機の利用には技適マーク の確認を！
②電波の利用には原則、免許が必要！
③外国規格の無線機器は、国内では使用不可！

不法電波はいけません！
STOP THE 不法電波！
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